
4,211千円 10/10社会福祉法人愛知県社会福祉協議
会が行うキャリアパス対応生涯研
修事業のために必要な次の経費

人件費（給与、手当、社会保険料
等）、賃金、報償費（謝金）、旅
費、需用費（消耗品費、印刷製本
費、材料費等購入費、会議費）、
役務費（通信運搬費、手数料）、
委託料、賃借料、負担金

社会福祉法人愛
知県社会福祉協
議会

キャリアパス対
応生涯研修事業

平成27年10月29
日付け27地福第
1119号健康福祉
部長通知の
「キャリアパス
対応生涯研修事
業実施要綱」に
基づき実施する
事業

5,528千円 10/10法律相談等支援
事業

社会福祉法人愛
知県社会福祉協
議会

平成27年10月29
日付け27地福第
1119号健康福祉
部長通知の「法
律相談等支援事
業実施要綱」に
基づき実施する
事業

社会福祉法人愛知県社会福祉協議
会が介護事業所に対して行う、専
門相談対応に必要な次の経費

人件費（給与、手当、社会保険料
等）､賃金、報償費（謝金）、旅
費、需用費（印刷製本費）、役務
費（通信運搬費）、使用料及び賃
借料

6,460千円 名古屋市 3/4認知症地域医療
支援等事業

平成27年4月15
日老発0415第6
号厚生労働省老
健局長通知の別
添「認知症地域
医療支援事業実
施要綱」（第８
普及啓発推進事
業を除く。）に
基づき実施する
事業及び平成27
年10月29日付け
27地福第1119号
健康福祉部長通
知の「認知症対
応病院個別指導
事業実施要綱」
に基づき実施す
る事業

認知症地域医療支援等事業の実施
に必要な次の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、負担金、補助金
及び交付金

愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分） 

補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

愛知県地域医療介護総合確保基金事業（介護従事者確保分）補助金交付要綱（平成

２７年１０月２９日付け２７地福第１１６９号）の一部を次のように改正する。 

別表キャリアパス対応生涯研修事業の項を次のように改める。

別表法律相談等支援事業の項を次のように改める。

別表認知症地域医療支援等事業の項を次のように改める。



1,510千円 名古屋市 3/4認知症介護者等
養成研修事業

平成18年3月31
日老発第
0331010号厚生
労働省老健局長
通知の参考2
「認知症介護実
践者等養成事業
実施要綱」
(4(1)認知症介
護基礎研修、
4(2)実践研修及
び(6)認知症介
護指導者養成研
修を除く。)に
基づき実施する
事業

認知症介護実践者等養成事業の実
施に必要な次の経費

賃金、報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、負担金、補助金
及び交付金

(2)貸付事務費

5,859千円

介護福祉士等修
学資金貸付事業

社会福祉法人愛
知県社会福祉協
議会

10/10　社会福祉法人愛知県社会福祉協
議会が行う介護福祉士等修学資金
貸付事業のために必要な次の経費

（1）介護福祉士等修学資金貸付
事業としての貸付額

（2）貸付事務費
　給料、職員手当等、報償費、共
済費、旅費、賃金、需用費（消耗
品費、印刷製本費、光熱水費）、
使用料、賃借料、役務費（通信運
搬費、手数料）、委託料、備品購
入費

令和3年5月7日
付け社援基発
0507第1号厚生
労働省社会・援
護局福祉基盤課
長通知に基づき
実施する事業

(1)貸付額
対象者1人につき下表の
とおり

福祉系高校修学資金貸付事業

修学準備金

介護実習費

国家試験受験対策費用

就職準備金

介護分野就職支援金貸付事業 200,000円

入学時の貸付けに限り30,000円

一年度当たり30,000円

一年度当たり40,000円

卒業時の貸付けに限り200,000円

 別表認知症介護者等養成研修事業の項を次のように改める。

別表介護福祉士等修学資金貸付事業の項を次のように改める。



 別紙様式１（認知症地域医療支援等事業費補助金）の様式２を次のように改める。





 別紙様式２（認知症地域医療支援等事業費補助金）の様式２を次のように改める。 





 別紙様式１（介護施設内保育所運営費補助金）の別紙様式１－２を次のように改める。 



 別紙様式２（介護施設内保育所運営費補助金）の別紙様式２－２を次のように改める。 



別紙様式２（介護施設内保育所運営費補助金）の別紙様式２－３を次のように改める。 

別紙様式１（外国人介護留学生奨学金給付等支援事業費補助金）の別紙様式１－１を次のよ

うに改める。 



別紙様式１（外国人介護留学生奨学金給付等支援事業費補助金）の別紙様式１－２を次のよ

うに改める。 

 別紙様式２（外国人介護留学生奨学金給付等支援事業費補助金）の別紙様式２－１を次のよ

うに改める。 



別紙様式２（外国人介護留学生奨学金給付等支援事業費補助金）の別紙様式２－２を次のよ

うに改める。 

この要綱は、令和４年４月８日に施行し、令和４年４月１日から適用する。 


